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（５）定住環境の整備 

 上下水道施設や環境衛生、住環境などに関する方針を示します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

上下水道施設 上下水道施設の整備 

 汚水処理の未整備地域において、公共下水道、農業集落排水、浄化槽の３つの事

業を組み合わせ、効率的な整備を進めるとともに、維持管理費の低減に努めます。 

 水洗化の促進対策として、水環境保全の意識啓発に努めるとともに、汚水処理施

設利用の向上に努めます。 

 上水道は、未給水地域の解消に取り組むとともに、安全で安定的な供給のために、

良好な維持管理に努めます。また、水源・水質の監視に努め、老朽設備の計画的

な更新を進めます。 

 

環境衛生施設 環境衛生施設の整備と維持管理 

 ごみ処理場及びリサイクル施設については、関係機関と協力しながら今後の整備

を検討します。 

 火葬場については、施設の実態を踏まえながら、適正な維持管理に努めます。 

 墓園については、市民の墓地に対するニーズや動向を探りながら、市民が親しみ、

安らげる、緑につつまれた公園墓地として管理運営に努めます。 

 

総合的な定住環境 魅力的で持続可能な定住環境の確保 

 少子高齢化や安全・健康志向の高まりなどを踏まえ、安心して暮らすことのでき

る住まいの質の向上を支援していきます。 

 誰もが居住の安心を確保できるよう、住宅の機能向上や多様な世代の定住・転入

を促進します。 

 コンパクトな都市づくりや中心市街地活性化に資する「街なか居住」を図るため、

需要の喚起や、住宅供給を促進します。

定住環境 

 

《基本的な方向性》 

 住み続けたい住環境づくりのため、花巻市汚水処理基本計画に基づいて

汚水処理施設の効率的な整備を進めます。 

 安心して住み続けられるよう、自然環境の保全や生活環境施設の充実な

ど、市民との協働のもと環境にやさしい都市づくりを進めます。 

 定住の促進に向けて、住宅需要に的確に対応しながら、用途地域を優先

してコンパクトで生活しやすい都市づくりを進めます。 
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